
宇都宮病院　介護医療院　入所契約書

利用者： 様

医療法人　　至誠堂　　宇都宮病院　



１． 事業者（ご利用施設）の概要

事業者名称 医療法人　至誠堂　宇都宮病院
所在地 佐賀県唐津市厳木町本山３８６番地１
電話番号 ０９５５－６３－２５１５
FAX番号 ０９５５－６３－２３１３
代表者氏名 理事長　　宇都宮　至

２． 介護医療院の目的と運営方針

（１） 施設の目的
介護医療院とは、慢性期の医療と介護の必要性がある方や介護度の高い方が、長期療養生活を
送られる事を目的とし、「日常的な医学管理」や「看取り・ターミナルケア」等の医療機能と「生活
施設」としての機能を兼ね備えた長期療養・生活施設です。

（２） 運営方針
入所者様が有する能力に応じ、可能なかぎり自立した日常生活を営むことができるよう、施設サー
ビス計画に基づいて医学的管理のもと、医療・日常生活に必要とされるリハビリテーション・看護・
介護を行い、療養生活ができる施設として利用者様に寄り添った医療介護サービスに努めます。

３． 施設の概要

４． 主な設備

５． 職員の体制　　

　　　　　　　４１B０２０００１１

介護医療院「重要事項説明書」

施設長の氏名 　　　　　　　宇都宮　至
施設長の職位 　　　　　　　院　長
施設長の職種 　　　　　　　医　師

施設の名称 　　　　　　　宇都宮病院　　介護医療院
介護保険事業者番号

面積 一人当たりの面積
１５㎡以上

８．４㎡
８．６㎡

特色面積（㎡）

３１．８１㎡
１５１．６㎡
２７５．６㎡

敷地 　　　　　　　１４，２７６，１９㎡

建物
構造 　　　　　　　鉄筋コンクリート造り

延床面積 　　　　　　　３，８６１，６６㎡

　　　設備の種類 ３階数

２人部屋
４人部屋

病室の種類
１人部屋

室数
２室
９室
８室

　　　機能訓練室 ５５．７（１）

２４．５４

機能訓練
食事・談話・面会

（１） ８１．１

　　　食堂・談話室２ 食事・談話・面会１
　　　食堂・談話室１ ９９．６５１

　　　厨房 調理
　　　機械浴室 特殊な風呂
　　　一般入浴 展望風呂（１） ５１．７４

１ １９．７

　　　調剤室 薬の調剤（１） ５．６
　　　リハビリ室 リハビリ（１） １９１．８

　　　応接室 苦情・相談（１） ７．４
　　　DI室 薬剤情報管理（１） ７．６

医師 ４以上 作業療法士 ２以上
薬剤師 １ 言語聴覚士 ２以上

従業者の職種 人数 従業者の職種 人数
施設長 １ 理学療法士 ４以上

管理栄養士 ２ 臨床検査技師 １
看護職員 ２１以上 臨床放射線技師 １

介護職員 ２５以上 介護支援専門員 １以上



６． 施設サービスの内容

（１） 介護保険給付によるサービス

（２） 介護保険給付以外のサービス

食事時間 １日当たり　 １，４４５円
朝食　　   ８：３０    (１食当たり 　　４８０円)
昼食 １２：３０    (１食当たり 　　４８０円)
夕食 １８：００    (１食当たり 　　４８５円)

＊できるだけ離床して食堂でお食べ下さい。 ＊世帯の所得により
　 アレルギーや食べられない物ががある方は 　 減免があります。
　 事前にご相談下さい。
多床室 １日当たり 　43７円
個　 室 １日当たり １，１００円
他の病院入院中の居室料 １日当たり 　　５００円

＊世帯の所得により
　 減免があります。

希望により髪の毛を切って整えます。 　　６２０円
＊理容店に依頼し訪問していただくことも可能です。
   理容店への依頼はご家族の方よりお願いします。

１月 ３，５２０円

＊日常生活品について

＊医療について

（３） 施設サービス費（利用料）について

ますが、手術等急性期治療のための医療・その他専門科・歯科等での医療につきましては、他の医療
機関による往診や入通院により対応し、医療保険対応により別途自己負担をして頂くことになります。

１日当たりの入所利用料 短期入所療養介護（ｼｮｰﾄｽﾃｲ）

理髪

当施設の医師で対応できる日常的な医療、看護につきましては介護保険給付サービスに含まれており

洗濯
希望により衣類の洗濯を業者委託により行います。

病衣

その他日常生活に必要な物品（但し、オムツは除きます）につきましては、入所者様の全額負担となっ
ておりますのでご了承下さい。

ご自身でパジャマを準備されるか、（株）アメニティとレンタル契約をお願いします。

について検討します。
入所者様の状態に合わせて、出来る限り離床に配慮し、生活リズムを考え、適切

排泄

対応となります。
入浴・清拭

居住費

な整容が行われるよう援助します。
離床・着替え・整容等

シーツ交換 シーツ交換は定期で週１回実施します。その他、必要時に実施いたします。

内　　容種　　類

種　　類 内　　容

食事

週2回以上実施します。身体の状態に応じ、入浴ができない場合には清拭での
スを提供いたします。
栄養状態を判定し、心身の状態の維持・改善を実施していけるよう栄養管理サービ

心身の状況に応じて、適切な排泄支援・介助を行うとともに、排泄の自立の可能性

療が必要になった場合は、ご家族等の希望により他の医療機関をご紹介します。

施設サービス計画作成

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士により入所者様の状況に適した機能訓練を
行い、機能の低下を防止するよう努めます。

機能訓練

医療・看護

栄養管理及び栄養ケア

介護支援専門員が、施設サービス計画書を作成し、施設計画に基づいた療養生活を支援

します。

医師による医学的管理のもと24時間体制の看護を行います。定期的な診察に併
せ、症状に応じ診療を実施しますが、当施設で行うことのできない検査・処置・治

要介護度



＊それぞれの利用料に居住費・食費は含まれていません。
＊上記表示額は１割負担の方です。所得等に応じた法定基準の負担割合で、上記と異なる場合があります。

負担額が２割・３割の方は別紙記載の金額になります。

(４） 各種加算について

＊必要に応じて選択的に対象患者様に加算されます。 　（全患者様が対象ではありません）

（５） 外泊時に算定するサービス費について
患者様が居宅に外泊をした場合は、１月に６日を限度として所定単位数（施設サービス費）に代え
て１日につき３６２円を算定いたします。但し、外泊などの初日と最終日には算定しません。

（６） 他科受診時に算定するサービス費について
他の病院や診療所での専門的な診療が必要になった場合は、１月に４日を限度として
所定の単位数に代えて１日につき３６２円を算定します。

＊上記内容についてご不明な点などございましたら、病院職員へおたずね下さい。

医療法人　至誠堂　宇都宮病院

院長　　宇都宮　至

　栄養マネジメント強化加算 １１円/日　　　栄養管理実施に当たる科学的介護情報システム利活用の加算

　科学的介護推進加算（Ⅱ） ６０円/月　　　ケアの質向上に向けた科学的介護情報システム利活用の加算
　理学療法、作業療法及び言語聴覚療法に係る加　３３円/月　　　リハビリ実施に当たる科学的介護情報システム利活用の加算
　褥瘡対策指導管理（Ⅱ） １０円/月　　　褥瘡対策実施に当たる科学的介護情報システム利活用の加算

７７８円
９４３円 ８３２円 １，００６円 ８９３円

１，３３３円

２５０円　　　　　入所中１回（診療方針の重要変更時2回）

該当なし ８２７円 ７４１円
要支援　１
要支援　２
要介護　１

１，１８２円 １，０７０円 １，２５０円 １，１３６円

多床室

１，２８３円 １，１７２円

８３３円 ７２１円 ８９４円
要介護　２

多床室従来型個室
該当なし 該当なし

従来型個室
要介護度

６６６円 ６０３円
該当なし

要介護　３

　経口維持加算Ⅱ
　低栄養ﾘｽｸ改善加算

１，３５３円 １，２４０円
１，３７５円 １，２６３円 １，４４６円

要介護　４

　短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

要介護　５

４００円/日　　　（180日まで）著しい誤嚥が認められる方対象
１００円/日　　　誤嚥が認められる方対象
３００円/日　　　（180日まで）低栄養状態で改善が必要な方対象

　　　加　　算　　項　　目
　初期入所診療管理

　経口移行加算
　経口維持加算Ⅰ

加　　算　　費　　用　　（１割負担の金額で表示）

　療養食加算
　重症皮膚潰瘍管理指導
　排泄支援加算
　理学療法（Ⅰ）
　作業療法

　３０円/日　　　入所日から30日間について加算
　　６円/日　　　感染予防の為の対策実施　　　　　
　２８円/日　　　（180日まで）経管栄養の方対象

　初期加算
　感染対策指導管理

２０８円/日

　　６円/回　　　（1日につき3回を限度）　　　短期入所　　８円/回　　
　１８円/日　　　
１００円/月　　　（180日まで）排泄介護が必要な改善見込みの方対象
１２３円/回　　　11回目からは　　　８６円/回
１２３円/回　　　11回目からは　　　８６円/回

２０３円/回　　　11回目からは　　　１４２円/回

２４０円/日　　　入所日から3月以内（入所のみ）
　３５円/回　　　理学療法実施者のみ
　５０円/回

　リハビリ体制強化加算
　集団ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ加算
　言語聴覚療法

　介護職員等処遇改善加算Ⅲ
　送迎加算

　摂食機能療法
　褥瘡対策指導管理（Ⅰ）

　退院時指導加算
　重度療養管理

　　６円/日　　　褥瘡予防の為の対策実施
１２５円/日　　　要介護４・５に限る　　　ｼｮｰﾄｽﾃｲ利用者のみ
４００円/日　　　入所のみ
５００円/日　　　入所のみ

　　６円/日　　　勤続3年以上のしめる職員割合が100分の30以上である　ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算Ⅲ
入所料で算定した単位数の1000分の47に相当する単位数を加算

５００円/日　　　入所のみ
　退院時情報提供加算
　退院前連携加算

１８４円/回　　　ｼｮｰﾄｽﾃｲのみ　（要支援は１３４円/回）



『居住費』『食費』『食事加算』『入所費用』等についてのお知らせ

①入所の居住費・食費にかかる基準費用額について
　　　　　　　食費　　　１日 １，４４５円
　

②居住費　・　食費の負担限度額（日額）について
食費

●生活保護受給者　

●老齢福祉年金受給者

預貯金等の合計額が1000万円以下

●年金収入等の合計が80万円以下

預貯金等の合計額が650万円以下

●年金収入等の合計が80万円超120万円以下

預貯金等の合計額が550万円以下

●年金収入等の合計が120万円超

預貯金等の合計額が500万円以下

●上記以外

③高額介護サービス費について

（令和３年８月１日より）

④食事や栄養管理について
　　利用者一人一人の栄養状態や摂食状況に応じた個別の対応を重視し、栄養ケアによって
　　低栄養状態の改善に努めるため、次のような取り組みを進めていきます。

（１） 経管栄養により食事摂取する方について、経口摂取を進めるための栄養管理（入所のみ）
経口移行食加算 ２８円／日

（２） 医師の指示に基づく療養食を提供した場合に評価する　　（入所及び短期入所）
療養食加算　（入院） ６円／回　（１日につき３回を限度）
短期療養食加算　（短期入所） ８円／回　（１日につき３回を限度）

（契約の目的）
本契約は、介護保険等関係諸法令の定めるところにより、療養上の管理、看護、医学的管理の下に
おける介護その他のｹｱ及び機能訓練その他の必要な医療を行う事により、利用者がその有する能

課税所得　６９０万円（年収約１，１６０万円）以上

　前年の公的年金等収入金額＋その他の合計所得金額

　の合計が８０万円以下の方等

２４，６００円（世帯）

１５，０００円（個人）

世帯の全員が市町村民税非課税 ２４，６００円（世帯）

居住費

従来型個室多床室

０円

430円

市町村民税課税～課税所得　３８０万円（年収約７７０万円）未満

（年収約１，１６０万円）未満
９３，０００円（世帯）

課税所得　３８０万円（年収約７７０万円）～課税所得　６９０万円

１４０，１００円（世帯）

437円 第４

550円

１，370円

１，370円

１，728円

第２

対象者区分

３００円

３９０円

６５０円

負担限度額の段階の条件

１，３６０円

550円

430円

４４，４００円（世帯）

１，４４５円

ｼｮｰﾄｽﾃｲ

３００円

１，４４５円

介護医療院施設ｻｰﾋﾞｽ利用契約書

生活保護を受給している方等 １５，０００円（世帯）

自己負担上限額

居住費　　　１日　　　43７円

第１

介護医療院入所及び短期入所の方へ

第３
①

第３
②

段階

　　（１食あたり　朝・昼各480円　夕485円）

６００円

１，０００円

１，３００円430円

本
人
と
世
帯
全
員
が
市
民
税
非



力に応じ自立した日常生活を確保することを目的とします。

（施設ｻｰﾋﾞｽ計画）
利用者のための施設サービス計画（ｹｱﾌﾟﾗﾝ）を作成する際には、担当介護支援専門員が計画又は変
更案の段階で、利用者・利用者の家族、又は後見人等立ち会いの上、同計画案を利用者家族に対し
て説明を交付し、同意を得ることとします。

（施設ｻｰﾋﾞｽの内容）
事業者は利用者に対し、利用者のための施設ｻｰﾋﾞｽ計画（ｹｱﾌﾟﾗﾝ）が作成されるまでの間は、利用者
の有する能力に応じて自立した日常生活を送れるよう配慮し、適切な各種介護ｻｰﾋﾞｽを提供します。

（利用料）
　 利用者は事業者からｻｰﾋﾞｽの提供を受けた時は、事業者に対し、別紙ｻｰﾋﾞｽ内容説明書の記載に従い

利用料自己負担分を支払います。

（身体拘束その他の行動制限）
事業者は、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、利
用者に対し身体的拘束その他の方法により利用者の行動を制限しません。

（利用者の解約権）
事業者が介護保険法等関連諸法令及び本契約に定める債務を履行しなかった場合又は不正行為を行
った場合には、利用者は事業者に対し、いつでもこの契約の解除を申し入れることが出来ます。
この場合には、申し入れ時に契約解除になります。

（事業者の解除権）
　 事業者は、利用者が次の各号に該当する場合には、3週間以上の予告期間をもってこの契約を解除す

る事ができます。
１．利用者が正当な理由なく、利用料その他の事業者に支払うべき費用を2ヶ月以上滞納したとき。
２．利用者の行動が、他の利用者の生命または健康に重大な影響を及ぼす恐れがあり、事業者におい
　　て十分な介護を尽くしてもこれを防止できないとき。
３．利用者が重大な自傷行為を繰り返すなど、自殺する恐れが極めて大きく、事業者において十分な介
　　護を尽くしてもこれを防止できないとき。
４．利用者が故意に法令違反その他の重大な秩序破壊行為をなし、改善の見込みがないとき。

（契約の終了）
次の各号に該当する場合は、本契約は終了します。
１．利用者において、介護療養サービス提供の必要性がなくなったとき。
２．利用者が死亡したとき。
３．利用者について他の病院に入院する必要性が生じ、その病院において利用者を受け入れる態勢が
　　整ったとき。
　　なお、利用者が他の病院に入院した場合、利用者又は家族の希望があれば、原則１ヶ月病床を確
　　保します。但し、その間は居室料（負担金：1日500円）のみいただきます。
４．利用者について他の介護保険施設への入所が決まり、その施設において利用者を受け入れる態
　　勢が整ったとき。

（契約終了後の退所と精算）
　 １．この契約終了後、利用者はただちに本施設を退所します。

２．契約期間中に契約が終了した場合、ｻｰﾋﾞｽ未給付分について事業者がすでに受領している利用料
　　があるときは、事業者は利用者に対し相当額を返還します。
３．この契約の終了により利用者が本施設を退所することになったときは、事業者はあらかじめ利用者
　　の受け入れ先が決まっている場合を除き、居宅介護支援事業者又はその他の保健機関、医療機関
　　若しくは福祉ｻｰﾋﾞｽ機関等と連携し、利用者の生命・健康に支障ないよう円滑な退所のために必要
　　な援助を行います。

（秘密の保持）
１．事業者及びの職員は、正当な理由がない限り、業務上知り得た利用者、利用者の家族または身元
　　引受人の秘密を保持します。
２．事業者は、事業所の従業員が退職後、在職中に知り得た利用者、利用者の家族または身元引受
　　人の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を講じます。
３．事業者は、居宅介護支援事業者等必要な機関に対し利用者、利用者の家族または身元引受人の
　　秘密を漏らすことがないよう必要な措置を講じます。



４．事業者及び事業所の職員は、当院個人情報保護規定を遵守し利用者及び利用者の家族の個人
　　情報に関して無断で使用せず本人・家族の同意を得て使用する事とします。

（事故発生時の対応）
　 事業者は、利用者に対する介護サービスの提供にあたって事故が発生した場合は、すみやかに利用

者の後見人、利用者の家族、身元引受人等関係者に連絡を行うと共に必要な措置を講じます。

（ｻｰﾋﾞｽに関する苦情処理）
　 １．利用者、利用者の後見人、家族または身元引受人は、事業者が提供する介護ｻｰﾋﾞｽ等に疑問や苦

　　情がある場合、いつでも別紙『重要事項説明書』記載の苦情受付窓口に問い合わせ及び申し立てる　
　　ことができます。その場合、事業者はすみやかに事実関係を調査し、その結果並びに改善の必要性
　　の有無並びに改善の方法について利用者に文書で報告します。
２．事業者は利用者、利用者の後見人、身元引受人から上の疑問問い合わせ及び苦情申し立てがなさ
　　れたことをもって、利用者に対しいかなる不利益、差別的取り扱いもいたしません。

（身元引受人）
１．事業者は利用者に対し、身元引受人を求めることがあります。但し、身元引受人を立てることが
　　できない相当の理由が認められる場合はこの限りではありません。
２．身元引受人は次の各号の責任を負います。
①利用者が疾病等により他の医療機関に入院する場合、入院手続きが円滑に進行するように協力
　　すること。
②契約終了の場合、事業者と連携し利用者の状態に見合った適切な受け入れ先の確保に努めること。
③利用者が死亡した場合は、遺体及び留意品の引き受けその他必要な措置を行うこと。

（契約に定めない事項）
この契約に定めのない事項について疑義が発生したときは、介護保険法その他諸法令の定める
ところを尊重し、利用者、利用者の後見人、家族及び身元引受人との間で協議の上誠意を持って
解決するものとします。

（苦情申し立て窓口）

１．当施設相談窓口

 　　　  　　８：３０　　～　　１７：００
　　　　　　＊上記時間以外は、そのほかの職員に
 　　　　　　　お申し出下さい。
　　　　　◎　電話　　　０９５５－６３－２５１５
　　　　　◎　面接対応
　　　　　◎　アンケート箱（玄関に設置）

２．公的機関においても、次の機関に対して苦情の申し立てが出来ます。
佐賀県国民健康保健団体連合会情報・介護課　介護保険係（介護苦情処理）

電話 ０９５２－２６－１４７７
所在地の住民福祉課、唐津市保健福祉部高齢者支援課　　介護業務係

電話 ０９５５－７０－０１０１

『宇都宮病院　介護医療院』では、利用者様の尊厳を守り安全に配慮する施設理念の下、
お預かりしている個人情報について、利用目的を以下の通り定めます。

【利用者様への介護サービスの提供に必要な利用目的】

　　　　　　　　　　　　　原　吉和

ご利用方法

　　　　　　　　　　　　　岩本　純子

介護支援専門員
相談窓口

ご利用時間

個人情報の利用目的

介護医療院責任者



１． 介護医療院内部での利用目的

● 当施設が利用者様に提供する介護医療院サービス

● 介護保険事務

● 介護医療院サービスの利用者様に係る当施設の管理運営業務
１ 入退所等の管理
２ 会計・経理
３ 事故等の報告
４ 当該利用者様の介護・医療サービス向上

２． 他事業者等への情報提供を行う目的

● 当施設が利用者様等に提供する介護医療院サービスのうち
１ 利用者様に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事業所等

との連携・照会への回答
２ 利用者様の診療等に当たり、外部の医師等の意見・助言を求める場合
３ 検体検査業務の委託、その他委託業務
４ ご家族様への心身の状況説明

● 介護保険事務のうち
１ 審査支払機関へのレセプトの提出
２ 審査支払機関又は保険者からの照会への回答

【上記以外での利用目的】

１． 当施設の内部での利用に係る利用目的

● 等施設の管理運営業務のうち
１ 医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
２ 当施設において行われる学生の実習へ協力
３ 当施設において行われる事例研究

２． 他事業所等への情報提供に係る利用目的

● 当施設の管理運営業務のうち
１ 外部監査機関への情報提供

● 利用者様のお名前使用について
１ 病室入り口及びベッドサイド等に名札を表示させて頂きます
２ 呼び出し、呼びかけは入所者のお名前をお呼び致します。

当事業所は、重要事項説明に基づいて、介護医療院施設サービス利用契約の
説明を行いました。

令和 年 月 日

事業者 住所 佐賀県唐津市厳木町本山３８６番地１号

事業者 医療法人　　至誠堂

代表者 理事長　　齋藤　浩記



施設名称 宇都宮病院　　介護医療院

事業所番号 ４１B０２０００１１

説明者 病棟責任者 印

介護支援専門員 印

私は、重要事項説明書に基づいて、介護医療院施設サービス利用契約書の
説明を受け、内容を確認しました。また、個人情報に基づいて説明を受け、指定の範囲内で使用
されることに同意し、貴施設におけるサービスの利用を申し込みます。

令和 年 月 日

利用者 住所

氏名 印

電話番号

身元引受人 住所
（ご家族）

氏名 印

電話番号

本人との関係 （　　　　　　　　　　）

連帯保証人 住所
（ご家族以外の方）

氏名 印

電話番号

本人との関係 （　　　　　　　　　　）

以上の契約の証として本契約書を２通作成し、事業者及び利用者は署名・押印のうえ
各自１通ずつ所持します。

負担割合　２割　・　３割の方の施設サービス費（利用料）

負担割合　２割の施設サービス費（利用料）

要介護　２ １，８８６円 １，６６４円 ２，０１２円 １，７８６円
要介護　３ ２，３６４円 ２，１４０円 ２，５００円 ２，２７２円

要支援　２ 該当なし 該当なし １，６５４円 １，４８２円
要介護　１ １，６６６円 １，４４２円 １，７８８円 １，５５６円

多床室 従来型個室
要支援　１ 該当なし 該当なし １，３３２円 １，２０６円

要介護度
１日当たりの入所利用料 短期入所療養介護（ｼｮｰﾄｽﾃｲ）

多床室 従来型個室



負担割合　３割の施設サービス費（利用料）

該当なし 該当なし

要介護　４ ３，８４９円 ３，５１６円 ４，０５９円 ３，７２０円

要支援　２ 該当なし 該当なし
要介護　１ ２，４９９円

要支援　１ １，９９８円 １，８０９円

１日当たりの入所利用料 短期入所療養介護（ｼｮｰﾄｽﾃｲ）
要介護度

要介護　３ ３，５４６円 ３，２１０円 ３，７５０円 ３，４０８円

２，２２３円
２，３３４円２，１６３円 ２，６８２円

２，４８１円

要介護　５ ４，１２５円 ３，７８９円 ４，３３８円 ３，９９９円

要介護　２ ２，８２９円 ２，４９６円 ３，０１８円 ２，６７９円

多床室 従来型個室 多床室 従来型個室

要介護　４ ２，５６６円 ２，３４４円 ２，７０６円 ２，４８０円
要介護　５ ２，７５０円 ２，５２６円 ２，８９２円 ２，６６６円


